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《論文》

中国研究月報  第74巻第10号（2020.10）

［要旨］
中国は2016年に総合的な健康政策である「“健康中国2030”計画要綱」（以下，「健

康中国2030」）を打ち出し，国家戦略の一つに位置づけた。2019年 7 月には「健康

中国行動（2019～2030）」を出し，「健康中国2030」の実現に向け，2022年と2030年

までの数値目標と個人・社会・政府が取り組む詳細な課題を示した。

国を挙げて健康政策を展開し健康づくりを呼びかけている中国では，これまでど

のような視点から健康をとらえ，健康へアプローチしてきたのか。本稿を通じて主

に，今日の「健康中国2030」にたどり着く以前の中国の健康づくりに向けたあゆみ

を明らかにし，併せて，今日の中国において，なぜ国を挙げて健康政策を推し進め

ていこうとしているのか，という点にも注目し分析を試みた。

結果として，中国は1990年代から健康づくり政策として，体育・スポーツを通じ

た健康づくりを推し進めてきたことが見えてきた。当初は体育分野の一事業として

の扱いであったが，やがて国家の発展戦略の地位にまで据え，体育・スポーツを通

じた健康づくりをあと押しするようになる。また，国を挙げて健康政策を推し進め

る背景には，体育・スポーツの大衆化を図るねらいと同時に，社会の移り変わりや

人々の生活様式の変容，価値観の変化に対応するために，誰もが必要とする健康や

健康づくりを追い求めざるを得なかった中国社会の事情が見え隠れしていることに

ついても言及した。

“健康中国”へのみちのり――なぜ中国は健康政策を重視するのか
（城西大学）真殿　仁美

Ⅰ．はじめに

中国は2016年に総合的な健康政策である「“健
康中国2030”計画要綱」（以下，「健康中国2030」）
を打ち出すとともに，国家戦略の一つとして位置
づけた。またこの計画において，健康を優先的に
発展させる戦略的地位におき，健康を推進してい
く理念をあらゆる政策に反映させていくことを明
確に打ち出した。
2019年 7 月には「健康中国行動（2019～2030）」

（以下，「健康中国行動」）を出し，「健康中国
2030」の実現に向け，2022年と2030年までの数
値目標と個人・社会・政府が取り組む詳細な課題

を示した。
国を挙げて，健康政策を展開し健康づくりを呼
びかけている中国では，これまでどのような視点
から健康をとらえ，健康へアプローチしてきたの
か。本稿のねらいは主に，こんにちの「健康中国
2030」にたどり着く以前の中国の健康づくりに
向けた取り組みを明らかにすることにある。また，
こんにちの中国において，なぜ国を挙げて健康政
策を推し進めていこうとしているのか，について
も分析を試みる。

Ⅱ．先行研究の整理

中国において，健康にかかわる研究は主に，医
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どり着いたのか，また，なぜ健康を重視するのか，
という視点からは十分に論じられていない。本稿
ではこれら先行研究において示された視点を活用
しながら，これまでの中国における健康づくりに
向けた取り組みから，こんにちの「健康中国
2030」までの過程，ならびに，なぜいま健康を
重視するのか，について検証する。

Ⅲ．「国民健康づくり計画」までのあゆみ

1．体育・スポーツを通じた健康の改善（1949〜
1980年代）

中国では人民共和国の成立当初から体育・ス
ポーツ政策を通して健康を重視していた（劉
2015：3，陳2017：80）という。実際，毛沢東は“体
育第一，健康第一”を掲げ，常に体育の重要性を
強調していた。また毛は1952年に中華全国体育総
会に対して，“体育・スポーツ運動を発展させ，
人々の体位を向上させる”（発展体育運動，増強
人民体質）と揮毫し，体育・スポーツ活動の発展
を通して，人々の運動能力や健康状態などを改善
していく考えも示した。
当時の指導者のこの考え方は，政策面にも表れ
ている。1949年に出された「中国人民政治協商会
議共同綱領」（以下，「共同綱領」）では，第48条
において“国民へ体育を呼びかける。衛生医薬事
業を推進し，併せて　母親や嬰児，児童の健康に
注意し見守る。”と盛り込まれた。「共同綱領」で
は，「体育」および「健康」という表記はあるも
のの，「体育」が体育とスポーツのいずれを指し
ているのかは明らかされていない。また，「健康」
については，一部の国民の健康について言及した
ものであり，限定的なとらえ方にとどまっている
ことが分かる。
1954年には当時の中国共産党中央委員会が

「人々の体育運動を強化することに関する報告へ
の指示」（以下，「1954年指示」）を出している。
これは1953年に中央体育運動委員会党組が当時の

療衛生分野や体育・スポーツ⑴分野からのアプ
ローチが多く見られた。1990年代後半以降は，健
康政策そのものを主とした研究も見られるように
なってきた。李（2019）や劉（2018）は，国民健
康づくり政策が国家戦略として位置づけられては
いるものの，都市と農村で環境が異なることや健
康づくりに関する市場が十分でないことなどを挙
げ，健康づくりを推進していく上で課題が山積し
ていることを指摘している。陳（2017）は，健康
づくり政策が憲法やその他の関連する法律とどの
ように関係しているのか，という視点から論じて
いる。その上で，日本の「スポーツ基本法」のよ
うに，憲法と体育・スポーツの関係を明確にした
上で，健康づくり政策の目標を定めることが重要
になると指摘している。劉（2015）は，当時の国
家体育総局の局長の立場から，体育・スポーツを
通じた健康づくり政策が国家戦略として推し進め
られることの重要性について強調している。そし
て，体育・スポーツを通じた健康づくり政策を展
開していくために，伝統的な管理方式ではなく，
新たな統治システムをつくりあげていくことを指
摘している。その統治システムは，社会組織⑵や
人々の参加によってつくられることが望ましいと
している。その上で，新たな統治システムをつく
るには，改革を深化させ，思想を解き放ち，社会
に良好な雰囲気を創り出していくことが重要にな
ると指摘している。陶（2017）は，国民の健康と
全面的な小康の関係について論じ，人々の健康が
全面的な小康社会をつくる前提になることを説
き，国民の健康づくりに向けた取り組みの重要性
を強く主張している。しかし，国民の健康づくり
に取り組むにあたり，いくつかの課題を抱えてい
ることも併せて指摘している。
これら先行研究において，健康づくり政策の重

要性が指摘され，その推進に向けた方策が議論さ
れてきた。一方で，健康づくり政策がどのような
道のりを経て，こんにちの「健康中国2030」にた
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げた。
上述の内容から，人民共和国の成立初期には，
体育・スポーツを通じた国民の健康状況の改善に
向けた取り組みを重視する視点が芽生えていたこ
とが分かる⑸。70年代後半からは，体育のとらえ
かたが競技スポーツや優れた競技成績の獲得，国
家の栄誉へと移り変わると同時に，体育・スポー
ツを広く行き渡らせることを推し進めるように
なってきた。そのなかで，学校での体育授業に目
を向け，体育授業の充実を図り，児童生徒らの健
康維持に取り組む考え方が示されるようになっ
た。しかし，ここまでの取り組みは健康政策とい
うよりもむしろ，体育・スポーツ政策の一環とし
て，体育・スポーツに付随する健康，というとら
えかたが根強かったのではないだろうか。

2．体育・スポーツの大衆化と“人々の健康づくり”
（1990年代～2000年代初）
（1）「国民健康づくり計画要綱」の制定
中国において，健康づくりを前面に押し出した
具体的な健康政策が打ち出されたのは1990年代に
入ってからのことである。中国では80年代までに
体育・スポーツの普及を推し進め，それをより強
化していく姿勢が90年代に入り示された。それは
1993年に当時の国家体育委員会が出した「体育
改革を深化させることに関する見解」でも強調さ
れた。見解は，体育・スポーツを社会に根づかせ
大衆化をより深め，特色を有した社会主義体育・
スポーツ体制を築き上げていくことを明確に示し
た。1995年には国務院が「国民健康づくり計画要
綱」（以下，「要綱」）を打ち出し2010年までに体
育・スポーツと経済・社会を調和的に発展させ，
国民の健康水準を高めていくことを掲げた。この
「要綱」は，国民健康づくりを推し進めていく上で，
先がけとなる政策であった⑹。実際，この「要綱」
が打ち出されて以降，健康づくりに関する法律や
規則などが少しずつ整えられるようになり⑺，国

主席と党中央委員会に対して，人々の健康状況を
改善するための報告書を提出したことからはじま
る。この報告書への回答が「1954年指示」である。
「1954年指示」では，人々の健康状況の改善と体
位の向上を，重要な政治任務の一つと位置づけ，
すべての人々の健康を重視している。その健康を
改善するため，体育運動を推し進めるのが最も有
効であるとの解釈も示している。また「1954年指
示」では体育運動を，勇敢さや剛毅さ，集団主義
の精神を養うのみならず，労働者である国民に共
産主義教育を行なう重要な手段として位置づけ，
職場や学校，軍部隊などでこの体育運動を取り組
むようにも求めていた。「1954年指示」は，人々
の健康状況の改善のみならず，体育運動を活用し
た集団主義や共産主義教育の推進にまで言及して
いたことがわかる。
体育・スポーツを活用した健康の改善に関する

取り組みはその後，70年代に入り少しずつ変化が
生じはじめる。それは，1979年に中国が国際オリ
ンピック委員会の会員資格を回復したことが関係
している。これを機に，中国の体育・スポーツは，
国家の栄光のため，優秀な選手を集め，オリンピ
ックで優れた成績を勝ち取ることが第一の任務
（鮑2015：174）となっていった⑶。1984年に共産
党中央委員会が出した「体育運動をさらに発展さ
せることに関する通達」（中発［1984］20号）では，
体育運動を通じて国民の健康水準を向上させるた
め，学校での体育授業に重点をおくよう指示して
いる⑷。同時に，この通達では体育・スポーツを
祖国の栄誉のため，また，人々に民族の誇りと自
信を与えるためなど，健康とは異なる観点からも
体育・スポーツの重要性を説いていた。1986年に
は当時の国家体育委員会が「体育体制の改革に関
する決定（草案）」を打ち出し，国家によって体
育・スポーツをけん引していくスタイルから，幅
広い社会の関与による振興を目指し，体育・ス
ポーツを大々的に普及させていくことを目標に掲
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どの活動が広がりはじめたのもこの頃から（陶
2017：109）と言われている。
日常生活において健康活動に取り組む人が増え
はじめたこの頃，国民の健康リテラシーの向上を
目指す取り組みも見られるようになってきた。当
時の衛生部（現，国家衛生健康委員会）⑽は2008
年に「中国居民の健康リテラシーの基本知識と技
能」を出し，人々の健康リテラシーを向上してい
く必要があることを指摘した。この文書について，
当時の衛生部婦幼保健と社区衛生局局長であった
楊青は，“中国の健康教育領域で最初に出された
政府文書であり，国民の健康リテラシーに関して，
世界で唯一政府が出した公式の文書”である（新
華日報2010，中華人民共和国中央人民政府2009）
と述べていた。
その後，数回にわたり健康リテラシーに関する
モニタリング調査も実施された。ここでは，当時
の国家衛生計画出産委員会が2012年 8～12月にか
けて行なったモニタリング調査を紹介する。当時
の国家衛生計画出産委員会は，全国31の省，自治
区，直轄市において，15～69歳の10万2985名を対
象に「国民の健康リテラシー水準モニタリング」
を実施した。モニタリングする国民の健康リテラ
シー評価基準として，①全体的な健康リテラシー
水準，②健康にかかわる“知識－行動－技能”の三
段階のリテラシー，③公衆衛生の課題を読み解き，
科学的健康観，伝染病予防治療，慢性疾患予防治
療，安全と救急，基本医療，健康情報の 6 つの視
点を加えるなどしたこれら①～③の指標を用い
た。その結果，2012年の国民健康リテラシー水準
は8.80％で，前回の2008年調査（6.48％）に比べ
約 2 ポイント上昇していた。この2012年の健康リ
テラシー水準は，15～69歳の100人中8.8人が基本
的な健康リテラシーを備えていることを表してい
る。この数値を全国規模で推算すると，15～69歳
の中で約9,100万人に相当し，2008年調査に比べ
ると約2,300万人増えていた。2012年のモニタリ

民健康づくりは「中華人民共和国体育法」（1995
年成立・公布，2009，2016年改正）にも盛り込ま
れ，2009年には「国民健康づくり条例」の成立に
もつながっていった。
体育・スポーツを大衆化し健康の維持を推進す

る中で，なぜ健康づくりを前面に押し出した政策
を打ち出す必要があったのか。それは，大衆化を
目指す体育・スポーツが，広く社会に支持される
ために，“人々の健康づくり”を重要なプロジェク
トとして位置づける（賈ら2009）必要があったと
考えられている。
「要綱」は，1995年から2010年までの取り組み
期間を第 1 期（1995～2000），第 2 期（2001～
2010）に区分し，第 1 期ではさらに 1～3 段階（1 
段階：1995～96，2 段階：1997～98，3 段階：
1999～2000）に分け，健康づくりに向けた環境
を整え，中国の特色ある健康づくりの基本的な枠
組みをつくることを目標に掲げた。第 2 期では，
2010年まで健康づくりを新たな水準にまで引き
上げ，中国の特色ある健康づくりを展開していく
計画を示していた。この「要綱」は，“人々の健
康づくり”を前面に押し出した具体的な健康政策
として，また，体育事業を構成する重要な要素⑻

としても注目された。しかし実際には，「要綱」
の 1 ヵ月後に国家体育委員会が「オリンピックで
栄光を勝ち取る計画」を出し，アジア大会やオリ
ンピックなどで優秀な成績や金メダルの獲得を優
先する考えを打ち出したことから，健康づくりに
向けた取り組みは進展しなかった（陳2017：75－
76）という。

（2）健康リテラシー⑼への注目
2008年には北京オリンピックが開催され，これ

を機に，人々の健康に対する考えが深まりはじめ，
健康ニーズも高まってきたという。日常生活の中
で健康活動に取り組む人たちも増えるようにな
り，健康維持のため広場に集まって踊る広場舞な
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実現と人々の健康を促進する計画として「“健康
中国2020”戦略」を打ち出した⑿。この戦略は，一
年前の2007年の中国共産党第17回全国代表大会で
示された方針を反映させた内容であった。中国保
健協会食物栄養安全専門委員会会長の孫（科学網
2009）はこの戦略を，人々が健康について主体
的に学び，不健康な習慣や，栄養を顧みない生活
を改める良い機会になるととらえていた。また，
健康は社会に大きな影響を与えることから，この
戦略によって国家や民族が繁栄し，社会の発展に
つながり，国民は福運を得ることができる，とも
語っていた。
この「“健康中国2020”戦略」は，“健康中国”の
表現を用いた健康づくり政策の先駆けとなるもの
であったが，この時点では，健康を包括的にとら
え，多分野間で連携を図りながら推し広げていく，
といった視点はまだ見られなかった。その後，
2012年には「“健康中国2020”戦略」の取り組みへ
の報告として「“健康中国2020”戦略研究報告」が
出された。この報告において，健康中国は“多方
面にわたり共に打ち立てていき，すべての人が分
かち合うもの”であることが強調された。また報
告では，健康中国は大きな影響をもつ戦略思想で
あり，また健康は他のあらゆる分野に先んじて優
先的に発展させていく戦略的地位に置くべきであ
るため，“健康強国”を基本的な国策として掲げ，
すすめていく必要があるということに言及してい
た。

（2）「国民健康づくり条例」の制定
2009年 8 月には前述の通り「国民健康づくり条
例」（中華人民共和国国務院令第560号，同年10月 

1 日施行，2013，2016年改正）が成立した。健康
づくりにかかわる全国的な条例の制定は中国では
これが初めてのことである⒀。条例は全 6 章40条
から構成され，第 4 条において，国民は健康づく
り活動に参加する権利を有していることが明記さ

ング調査で健康リテラシーの水準が上昇した要因
として，国家衛生計画出産委員会宣伝局の毛群安
局長は，メディアにおける健康知識の普及や医薬
衛生体制の改革による成果，また，これまでに展
開してきた健康教育や健康を促進するための活動
による効果が出ていることを挙げた（中華人民共
和国中央人民政府2013）。
健康リテラシーの水準が改善されてきた一方

で，課題も浮上してきた。それは，健康リテラシー
評価基準として用いられた②で見ることができ
る。健康に関する知識（18.96％）は身につけたが，
その知識が健康生活様式や健康維持のための行動
（11.22％）に有効につながっていなかった。同時
に，地域ごとの健康リテラシーに格差が生じてい
ることも，この調査結果から見えてきた。東部お
よび中部，西部の健康リテラシーは，それぞれ
10.31％，8.59％，6.86％であった。東部に暮らす
人々の健康リテラシーは国民全体の健康リテラ
シー水準の8.80％より高く10％を超えている。そ
の一方で西部地域では 6％台であった。
この健康リテラシー結果を受けて，当時の国家

衛生計画出産委員会は，各地域での健康リテラ
シーの向上に向けた活動をより強化して展開して
いくため，2014年に「全国健康リテラシー促進行
動プロジェクト」を立ち上げ，全国の県や区⑾に
健康促進地域を試験的に創設していく考えを示し
た。2018年 1 月の時点で，全国に399地点に健康
促進県（区）を設け，その内，国家レベルの試験
的な健康促進県（区）は196地点にのぼっている（石
2019：273）という。

3．「国民健康づくり計画」へ（2000年代半ば～
2010年代初）
（1）“健康中国”の先駆け
「要綱」の第 2 期目の期間であった2008年，全
国衛生工作会議が北京で開催された。当時の衛生
部部長の陳竺は，この会議において，小康社会の
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村に区分し，都市では非営利組織などの社会組織
とも協力し，社区（コミュニティ）を中心に健康
づくりの拠点を整える活動を，農村では郷鎮にあ
る総合文化施設などを活用し“農村での体育・ス
ポーツ活動”を展開するよう促している。対象別
では，少数民族や高齢者，障害者，労働者などを
挙げ，それぞれ体育協会を立ち上げ，体育・スポー
ツを通じた健康づくり活動に取り組むよう求めて
いる。なかでも障害者の体育・スポーツは，リハ
ビリとしても有効に作用するよう，研究を重ねて
いく必要があることにも言及していた。体育・ス
ポーツに取り組むに際し，人々が親しみやすいよ
う“適したかたちで，自由な時間に自らがすすん
で，小規模で多様な活動を，最寄りの場所で便利
に行なえるように”を原則に，伝統的な武術をは
じめ，スキーや登山などのアウトドアスポーツも
含み，新しいかたちやさまざまな内容も取り入れ，
柔軟に展開していくことを目指した。
この「第一次健康づくり計画」は，健康づくり
事業を広く展開していくことを掲げてはいるもの
の，実際には体育・スポーツを主体とした計画で，
健康づくりに欠かすことができない食や栄養など
の分野からの健康については全く触れていなかっ
た。また，健康づくりの重要な要素になる心の健
康についても，この計画では取りあげていなかっ
た。

Ⅳ．国家の重要な発展戦略としての国民健康
づくり

1．国家戦略としての「国民健康づくり計画」
国務院は2014年，体育・スポーツ産業の発展に
向け「体育・スポーツ産業の促進と体育・スポー
ツ消費をさらに強化して発展させることに関する
若干の見解」（国発〔2014〕46号，以下，「46号文
書」）を出し，体育・スポーツをより促進してい
くために，国民健康づくりを国家戦略に押し上げ，
体育・スポーツ産業を“緑色産業”（環境にやさし

れた⒁。加えて，健康づくり活動の責任は国務院
の体育主管部門や地方政府が負うこと（第 5 条）
も定められた。また，国務院が健康づくり計画を
策定し，目標や手立てなどを明らかにする（第 8 
条）ことや，毎年 8 月 8 日を国民健康づくりの日
として定め，公共のスポーツ施設を無料開放する
（第12条）などして，健康づくり活動を押し広げ
ていく方針も示した。国家体育総局局長の劉は，
同年12月に開催された座談会において，これまで
健康づくり活動が決して十分に展開されてこな
かったことを指摘し，今後は条例に基づいて展開
していく考えを示した。一方で，健康づくり活動
を展開していくに際し，地方政府の支持が十分で
ないことや資金が不足していることなどにも触
れ，展開の道のりには困難もあることを明かした
（中華人民共和国中央人民政府2009a）。

（3）「国民健康づくり計画」の制定
2010年から「要綱」の改訂作業が行なわれ，パ

ブリックコメントの期間を経て，2011年に国務院
が新たに「国民健康づくり計画」（2011～2015；
国発〔2011〕5 号；以下「第一次健康づくり計画」）
を打ち出した。この「第一次健康づくり計画」で
は，国民の健康づくりと，一定のルールに従い，
技術や運動能力の優位を競う競技スポーツの双方
を促進していくことを掲げた。同時に，競技スポー
ツに携わる人たちを増やすことや，健康的な生活
を取り入れることを通じて，健康水準と生活の質
を高め，体育強国の基礎を形成していくことも目
標に据えた。また「第一次健康づくり計画」は，
健康は人々の幸せな生活にもかかわるため，小康
社会を築いていく上で重要になるとの考えも示
し，健康と小康社会の関係についても言及してい
た。
この「第一次健康づくり計画」では具体的な活

動内容として，場所や対象別に体育・スポーツに
取り組むことを挙げている。場所では，都市と農
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者福祉などの分野との連携を促すのみならず，健
康づくりが素質教育の充実や文化の繁栄，社会的
包摂，民生の改善などにも有効に作用していくこ
とを強く求めている。その他の分野の活動と連携
して，スポーツを通じた健康づくりを推し進めて
いくのは，これまでの健康づくり計画には見られ
なかった視点である。
実際，スポーツを通じた健康づくりを，さらに
大きな視点からとらえ直す動きがこの頃からみら
れるようになる。体育総局で体育科学研究所青年
体育研究・発展センターの主任をつとめる郭健軍
は，「スポーツはスポーツ分野にのみ留まるもの
ではなく，社会に大きな影響を与える」と述べ，
スポーツがもたらす影響の大きさに注目してい
る。さらに，同じ体育総局で群体局の劉国永局長
は，スポーツは医療や衛生，娯楽，教育，文化な
どの多くの分野と融合することができる（中華人
民共和国中央人民政府2016）として，大きな視野
でスポーツを通じた健康づくりをとらえる重要性
を指摘していた。
以上のことから，第 1 期目の健康づくり計画は，
健康づくりに向けた基本的な環境を整えることを
中心に手掛け，第 2 期目以降は，国家戦略として
正式に位置づけ，その他の分野との連携や，健康
産業を経済の柱の一つに据えるなど，健康づくり
の規模を拡大させ，国家が掲げる「健康中国の建
設」目標に突きすすんでいる様子が窺える。

2．「健康リテラシー66条」
2016年には当時の国家衛生計画出産委員会が，
国民の健康リテラシーを高める取り組みとして
「2015年版中国国民健康リテラシー―基本知識
とスキル」（衛生部第 3 号公告）を公表した。こ
れは社会にあふれる健康に関する不確実な情報を
正し，国民が健康に関する正しい知識を身につけ
ることをねらいとして出された。この健康リテラ
シーには，66の健康にかかわる項目が示されてい

い産業）として位置づけることを表明した。この
国家戦略とは，政治や軍事，経済など，国家の利
益に結びつく目標を掲げ，大規模であらゆる方面
において長期的な活動を展開していく計画を指
し，「46号文書」は国民健康づくりを国家戦略と
して展開していくことを打ち出した最初の文書で
あった（劉2015：1）。
2016年 6 月からは 2 期目となる「国民健康づく

り計画」（2016～2020：国発〔2016〕37号；以下，
「第二次健康づくり計画」）が展開されている。第 

2 期目となるこの健康づくり計画は「46号文書」
を踏まえ，国家の重要な発展戦略の一つに位置づ
けられた。一方で，スポーツを通じた健康づくり，
という本質はこの「第二次健康づくり計画」にお
いても引き継がれた。また，この計画には，同年
に出された「中華人民共和国国民経済と社会発
展・第十三次五ヶ年計画要綱（2016～2020）」（以
下，第13次 5 か年計画）の影響が色濃く反映され
ることになった。第13次 5 か年計画では健康中国
の建設⒂が目標に掲げられ，健康中国の建設と全
面的な小康社会の実現は，“国家の名刺”として国
家の姿勢を示すことにもつながるとし，国家戦略
として健康づくりに取り組む重要性を強調してい
る。
「第二次健康づくり計画」では，人々のスポー
ツを通じた健康づくりへの意識をさらに高め，毎
週 1 回以上スポーツ活動に参加する人を 7 億人
に，常にスポーツ活動を通じて体を鍛えている人
を4.35億人にまで広げていくとしている。また，
スポーツ分野の消費規模の拡大や，健康づくりの
ためのスポーツ産業の発展にも力を入れ，内需の
拡大につとめ，新たな経済成長の原動力としてい
くことも目標に盛り込んでいる。さらに，健康づ
くり教育や経済・社会の機能を十分に活用し，そ
の他の分野の活動と連携して多方面にわたり活動
していくことも目標に掲げている。特に，健康づ
くりに科学技術や教育，文化，衛生，高齢，障害
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健康教育センターのモニタリング・評価部の主任
を務める李英華氏は，WHOの健康定義を引き合
いに，身体だけではなく心や社会適応状況を含め，
健康をとらえる必要があるとの考えを示してい
る。また，ストレスや不安，社会への適応が難し
いなどの理由から，心に問題を抱え，精神を患う
人が増えている現状を指摘したうえで，一人ひと
りが心理面に関心を寄せ，この分野について学び
を深めることが重要である（中華人民共和国中央
人民政府2016），とも述べている。
Ⅲの基本技能では，食品や薬品，保健商品のラ
ベルや説明書を読んで理解することができる能力
を身につけること（56項），脈や体温の計測がで
きる（58項），救急の場合120に，健康サービスを
利用したいときは12320に電話をかける（61項）
など，健康を維持するためや命を守るために必要
となる基本的なスキルについて挙げている。
これらの内容から「健康リテラシー66条」は，
日常生活において健康維持のためや健康リスクを
遠ざけるために，意識して取り組むことを幅広く，
詳細にわかりやすく掲げていることがわかる。一
人ひとりの健康リテラシーを高めるために，あら
ゆる方法を用いてこれらの知識や技能の普及，行
動様式の変容を促そうと，これまでに全国の会場
で健康知識を競う大会を開催し，健康リテラシー
の向上をあと押ししてきた⒃。

Ⅴ．“健康中国”へのみち

1．新しい時代の総合的な健康政策

2016年10月には国務院が新たに「健康中国
2030」を打ち出した。この「健康中国2030」を
着実に実施していくために，国務院が新たに立ち
上げた健康中国行動推進委員会が2019年に「健康
中国行動」（2019～2030）を制定した。“健康中国”
を冠した健康づくり政策はすでに，2000年代に
「“健康中国2020”戦略」として打ち出されている
ことはすでに述べたが，「健康中国2030」はそれ

ることから，「健康リテラシー66条」と称されて
いる。では，2015年版の「健康リテラシー66条」
には具体的にどのようなことが記されていたのだ
ろうか。
「健康リテラシー66条」は，Ⅰ基本知識と理念（1
～25項），Ⅱ健康生活様式と行動（26～54項），Ⅲ
基本技能（55～66項）の三分野から成る。Ⅰの基
本知識と理念では，すべての人は自身と他者の健
康に責任を有し，健康的な生活様式を取り入れ，
自身の健康を守り促進していく（2 項）ことが記
されている。これは，各自が健康を守り促進して
いくことで，他者の健康維持にもつながっていく
ことを表していると考えられる。また，定期的に
健康診断を受けること（6 項）や，蚊や蠅，鼠，
ゴキブリなどを介した伝染病に気をつけること
（15項），糖尿病や高血圧のリスクをコントロール
するため，自ら健康管理に気をつけること（17，
18項）など，日常生活において健康を自覚し，
意識して取り組むことについても盛り込んでい
る。実際に，中国の国内では，慢性疾患の患者が
井戸水から湧き出るように勢いよく増えているこ
とから，中国健康教育センターの李長寧主任も，
自身での健康管理を高め慢性疾患をコントロール
することが重要だ（中華人民共和国中央人民政府
2016）との認識を示している。
Ⅱの健康生活様式と行動では，標準的な体重を

維持し，体重の超過または肥満を避けること（27
項），薬物には手を出さない（39項），労働と休息
のバランスをとり，毎日 7～8 時間の睡眠時間を
確保すること（40項），心の健康を重視し，精神
的なストレスをかかえたときはすすんで助けを求
めること（41項）など，興味深い内容が多く盛り
込まれ，健康な生活をおくるために具体的な行動
に結びつけていくよう促している。41項に精神衛
生を取り入れたのは，生活環境が変化している中
で，人々が不安やストレスを感じ，心理的な問題
を多く抱えている状況を踏まえてのことである。
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この「健康中国2030」は，衛生・健康領域の活
動方針を明確に示し，健康教育の推進や医療衛生
サービスの充実，安全な食品・医薬品の保証，健
康産業の促進などが含まれ，あらゆる分野と連携
を図りながら，健康を取り巻く環境を整えていこ
うとしている。このことから，「第二次健康づく
り計画」からさらに踏み込み，総合的で多様な視
点を盛り込んでいることがわかる。しかし，この
「健康中国2030」には，部分的に数値目標が示さ
れてはいるものの，詳細な目標を設定するには
至っていないことから，どちらかというと，総合
的な健康政策の理念を掲げた内容であるともいえ
る。
一方，「健康中国行動」は2019年 7 月に健康中

国行動推進委員会が発表した政策である。この健
康中国行動推進委員会⒄は同年の同月に立ち上げ
られ，国家衛生健康委員会に属する新しい組織で
ある（国務院辦公庁（2019），国辦函〔2019〕59号）。
「健康中国行動」は，中国共産党第19回全国代表
大会（2017；以下，第19回党大会），第19期中央
委員会第 2 回全体会議（2018），同第 3 回全体会
議（2018）で示された主旨に基づいて，人々を中
心に据えた発展観念の上に打ち出された，新しい
時代の衛生・健康業務方針を反映した政策である
という（国務院2019）。内容としては，「健康中国
2030」を着実に展開するための指針が示されて
いるが，「健康中国2030」の目標とは若干の違い
もみられる⒅。この「健康中国行動」では，15の
領域について行動目標を掲げ，2022年および2030
までの目標数値を詳細に盛り込んでいる。
中国では1990年代以降，体育・スポーツを大衆
化し，健康の維持を推進する過程で健康づくりを
前面に押し出した政策が展開されるようになり，
やがて健康づくりが国家戦略の一つとして位置づ
けられるようになった。また，“健康中国”の実現
に向け，新たに健康中国行動を推進する専門の委
員会も立ち上げるなどし，国を挙げて人々の健康

とは大きく異なっている。
国務院は「健康中国2030」を，「第二次健康づ

くり計画」と同様に国家戦略に位置づけ，健康を
優先的に発展させる戦略的地位にも据えた。これ
は上述の「“健康中国2020”戦略研究報告」（2012）
において指摘されたことを踏まえたと見ることが
できる。また「健康中国2030」に，あらゆる政策
に健康を推進していく理念を反映させていくこと
も盛り込んだ。この，あらゆる政策に健康を推進
する理念を盛り込む考え方は，WHOが2010年に
オーストラリアのアデレードで開催した国際会議
において示されたものである。ここでは，保健医
療の枠組みを超えて「すべての政策において，健
康を考慮する」（Health in All Policies）アデレー
ド声明が打ち出された。すべての政策において健
康を考慮することは，すべての部門が「健康と幸
福」を政策展開の主要な要素として取り組むこと
を意味する。人々の健康は基礎的な促進剤となり，
不健康は阻害剤となるため，部門間を乗り越えて
連携し，他部門の取り組みにおける「健康と幸福」
の側面に対処していく必要がある（日本福祉大学
2013），と声明は言及している。
「健康中国2030」は第 8 編全29章から構成され，
健康生活の普及や質の高い医療サービスの提供，
健康に影響する環境問題への対応，健康産業の発
展，健康にかかわる法の整備など多角的な視点が
盛り込まれている。また，2020年および2030年ま
での二段階の目標を主に掲げ，2020年までに基本
医療衛生サービス制度を整え，スポーツを通じた
健康づくりや一人ひとりの健康リテラシーを高め
ること，また健康産業の基本的な枠組みをつくる
こと，2030年までには人々の健康水準をより向上
させ，健康リスクとなる要因の抑制を図り，健康
産業の規模を拡大させ経済の柱に据える，などを
挙げている。最終的な目標として，2050年までに
社会主義現代化国家にふさわしい健康国家を築き
上げるとしている。
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自らの健康を顧み，富裕層たちは経済的にも物質
的に満たされた後，終点として精神的な安らぎや
健康志向を満たすために健康づくり政策を必要と
する，という考えである。
これらの指摘から，中国において健康づくり政
策を重視するのは，賈ら（2009）が指摘した体育・
スポーツの大衆化と広い支持を得るためや，個人
の健康が社会や経済に影響をもたらすという理由
のみならず，社会の移り変わりや人々の生活様式
の変容，価値観の変化に対応するために，誰もが
必要とする健康や健康づくりを追い求めざるを得
なかったことを垣間見ることができる。成長や発
展を追求する中国社会において，あらゆる方面で
生じている歪みや軋みを調整し，バランスを整え
るために，誰からも非難されることがない健康づ
くり政策を，多分野との紐帯として活用しようと
しているのではないだろうか。

おわりに

本稿を通じて，今日打ち出されている中国の健
康づくり政策「健康中国2030」にたどり着くまで
の取り組みを明らかにしてきた。人民共和国成立
の初期に見られた，体育・スポーツに付随した健
康というとらえ方が変化しはじめたのは，90年代
以降のことであった。1995年に健康づくりを前面
に押し出した「要綱」を制定し，2011年には「健
康づくり計画」として成立させ，2014年には「46
号文書」において，健康づくりを国家戦略に押し
上げた。“健康中国”を目指し，国を挙げて健康や
健康づくりを強固に推し進めていく背景には，体
育・スポーツの大衆化や普及を図る目的のみなら
ず，人々の生活様式の変化や社会状況の変容に対
応するため，また社会に生じた歪みや軋みのバラ
ンスを調整するため，といったねらいが見え隠れ
することについても言及した。
誰もが求める健康や健康づくり政策が，果たし
てねらい通りに，あらゆる分野において調整作用

を後押しし，健康づくり政策を強固に押し広げよ
うとしている様子が見えてきた。

2．なぜ，健康づくりや健康政策を重視するのか
ではなぜ，中国は健康づくり政策を国家戦略や

優先的に発展させる戦略的地位にまで押し上げ，
力を入れて取り組むのか。盧・于（2019：1－6）
はその理由を，こんにちの人々の価値の転換と生
活スタイルの変化を支える上で，健康づくりは欠
かすことができないものになったから，と指摘し
ている。特に，健康づくりを通して人々が安心感
や帰属感，達成感を得ることができる点や，増え
続けている慢性疾患の割合を低減することにつな
がる点，また，体育・スポーツと健康を活用し，
活力ある都市の形成に結びつけることができる
点，さらに，さまざまな政策の中でも唯一，健康
づくりは社会から非難されるものではないこと等
を挙げ，人々のニーズを満たすためにも，目指す
社会の実現のためにも，健康づくりに力を入れて
取り組む必要があると述べている。
一方，鐘（2018：5－11）は，中国が目指す“美

好生活”（輝かしい生活）を実現するためには，
健康づくりが土台になることから，健康づくりを
推し進めるための人材の育成や効果的な政策展開
が重要になると指摘している。“美好生活”は，中
華の伝統的な文化に根差した考え方で，人品と徳
性を備え豊かな物資に恵まれた生活を指し，中国
共産党第18回全国代表大会以降，人々の生活をと
らえる新たな概念や理念として広がりはじめたと
いう（人民網2018）⒆。この“美好生活”は，20世
紀初頭にアメリカでみられた「アメリカ的生活様
式」や「よいアメリカ市民」⒇の理念に似ている
と感じるのは筆者だけだろうか。鐘（2018）はま
た，健康づくりは人々にとって起点と終点でもあ
るため，必要であるとの考えも示している。それ
は，貧困層はスポーツや健康に関心を向けるゆと
りがないことから，健康づくり政策を起点として，
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カニズムを見直し，調整することであったと指
摘している。
⑷この通達の翌年1985年には全国教育業務会議に
おいて中央委員会や国務院が「教育体制改革に
関する決定」を打ち出し，学校での体育授業を
強化する方針を示した。これを賈ら（2009）は，
中国における学校体育の第二次発展段階にあた
ると分析している。
⑸盧（2016：124－126）は，中国は人民共和国成
立の早い時期から“体育やスポーツの発展は
人々の体力の増強につながる”，とスポーツと
健康の関係を指摘しながらも，歴史的にみると
体育・スポーツを軽視してきたと指摘してい
る。また，行政面でも学術面においても体育・
スポーツの地位は低かった，とも分析している。
⑹北京市では，国務院が「要綱」を打ち出す 1 年
前の1994年11月に，北京市健康づくり業務委員
会を立ち上げ，市内および区や県の体育総会や
婦女連合会，障害者連合会など関係する組織と
協力し，市内全域で体育・スポーツを普及させ
ていくネットワークをつくることに取り掛かっ
ていた（北京市体育局2010）。
⑺劉（2018）は，1995年以降，健康づくりにかか
わる法律や規定が部分的に整えられるように
なってきたものの，こんにちにおいても国家の
政策や法体系において未整備な面が多くあるこ
とを指摘し，国家戦略として展開していくこと
の難しさを指摘している。
⑻当時の国家体育総局局長の劉鵬（2010）は，こ
の国民健康づくりに向けた取り組みを，国家体
育事業を構成する重要な要素であると述べてい
た。
⑼健康リテラシーは中国語で“健康素養”という表
現にあたる。中国語の“素養”は，素養，日ごろ
の修養などと訳される。本稿では，中国におい
て“健康素養”に関する研究がHealth literacyと訳
されている（例えば，肖・陶（2008）や曾・常

の役割を発揮することができるのだろうか。中国
の健康づくりに向けた取り組みの行方に注視する
必要があるだろう。

［注］
⑴中国語では，「体育」事業や「体育」産業など，
「体育」という表記を用いている。この中国語
の「体育」には，日本語のスポーツの意味も含
まれていることから，本論では体育・スポーツ
と表記する。中国語の「体育運動」については，
原文表記の通り使用する。ちなみに，日本では
体育を「運動と衛生の実践を通して人間性の発
展を企画する教育」（文部科学省ホームページ）
や，「生涯にわたって運動やスポーツに親しむ
のに必要な素養と健康・安全に生きていくのに
必要な身体能力，知識などを身に付けることを
ねらいとするもの」（中央教育審議会2005）と
とらえ，スポーツについては「心身の健全な発
達，健康及び体力の保持増進，精神的な充足感
の獲得，自律心その他の精神の涵養等のために
個人又は集団で行われる運動競技その他の身体
活動であり，今日，国民が生涯にわたり心身と
もに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のも
の」（スポーツ基本法）と定義している。

⑵中国の社会組織は，2007年の共産党第17回全国
大会まで「民間組織」（李2018：53）とも表さ
れた。この社会組織は，民政部に登録した非営
利や公益事業を行なう組織などを指し，次の 5 
種類に区分される①社会団体，②民辦非企業単
位，③基金会，④渉外組織，⑤慈善組織。社会
組織についての詳細は，中国社会組織公共服務
平台ホームページ，李（2018：52－59）を参照。

⑶鮑（2015：174－175）は，中国は改革開放以降
に，スポーツ事業の改革の幕が開かれたと述べ
ている。特に，改革開放の初期の頃は，それま
で旧ソ連のスポーツモデルを模倣し，計画経済
に適したかたちでつくってきたスポーツ事業メ
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進め，健康水準を高める，ことを指している。
⒃この健康知識を競う大会は，当時の衛生部に
よって報告された。重慶や江蘇省では，行政単
位の県や郷レベルで9,200か所，地や市レベル
で207か所，省レベルで46か所，国家レベルで 

4 か所，決選会場を 1 か所，と各地域での取り
組みから決戦へ順次進む方法を取り入れ，全省
を挙げて健康リテラシーに関する知識・技能の
向上に取り組んでいた（中華人民共和国中央人
民政府2009b）。
⒄国務院は，先に出した「健康中国行動の組織及
び実施，評定規則に関する通達」（国辦函〔2019〕
32号）における求めに応じ，健康中国行動を
推進する組織として，新たに健康中国行動推進
委員会を立ち上げた。この委員会の事務局は，
国務院直属の国家衛生健康委員会のなかに設け
られた。この推進委員会の主任には国務院副総
理が就任し，委員には各行政機関の副部長，副
局長クラスが名を連ねている（国務院辦公庁
2019）。

⒅「健康中国行動」では，2022年までに，経済社
会やその他関係する領域と健康を結びつけ，健
康を促進する政策体系を築くことを目標にして
いる。これは「健康中国2030」が示した2020年
までの目標よりもさらに範囲が広い。
⒆中国は党の第18回全国代表大会以降，個々人の
優れた健康や品性，人格，行ないのみならず，
社会や世界，生態系のバランスが整った状況を，
“美好生活”の概念や理念として押し広げようと
している（人民網2018）。
⒇「アメリカ的生活様式」は，19世紀末にアメリ
カで具体化されていった。都市の生活環境を改
善し，清潔という価値観を移民に普及させ，清
潔文化を道徳と結びつけ「よいアメリカ市民」
を育成していこうとした。「よいアメリカ市民」
になるには，「質のよい環境」の中で生活する
ことが必要になると理解されていた。詳細は宮

（2013）など）ことを踏まえ，健康リテラシー
と表現する。

⑽衛生部は1949年に創設され，2013年の国務院組
織の改編において国家計画生育委員会と合併
し，国家衛生計画出産委員会に改組。2018年の
国務院機構改革において，国家衛生健康委員会
に再び改組。

⑾中国の基本的な行政区の形態として，三段階構
造の行政区画を挙げることができる。一段階目
が省・自治区・直轄市，二段階目が県・自治
県・県級市・市轄区，三段階目が郷・民族郷・
鎮。中国の行政区に関する詳細は，天児・石原・
朱他編（1999）を参照。

⑿当時の衛生部部長陳竺は，“健康は小康をみま
もり，小康は健康につきそう”（“健康護小康，
小康看健康”）と述べ，小康の実現に健康は欠
かすことができないという考えを示していた
（王2018：1－2）。
⒀健康づくりにかかわる条例は，北京市がすでに
2005年12月に「北京市市民健康づくり条例」
（2017年 3 月 1 日改正）を制定していた。北京
市の健康づくり条例については，中華人民共和
国中央人民政府（2017）を参照。

⒁この条例において，健康づくり活動に参加する
権利は明記されたが，中国では，健康の権利保
障を明記した法律はまだ見当たらない。黄
（2017：241）は，経済や社会の発展は国民の健
康を基礎に成り立つものであることから，健康
の重要性を憲法において明記し，国民健康法（仮
称）や健康保障法（仮称）などの法を制定し，
国民の健康の権利保障の立法化をすすめていく
必要があるとしている。

⒂第13次 5 か年計画において打ち出された「健康
中国の建設」とは，医薬衛生体制の整備をさら
にすすめ，予防を主とした方針で基本的な医療
衛生制度を構築し，人々に基本的な医療衛生
サービスを行き渡らせ，国民の健康増進を推し
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